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(57)【要約】
【課題】機械の設定などに基づいて推定した幅でデータ
を表示することで、情報を適切に表示しつつ、一度に確
認できる情報を増やすことが可能な数値制御装置を提供
すること。
【解決手段】本発明の数値制御装置は、機械に係る情報
、および数値制御装置に係る設定情報を記憶する設定情
報記憶領域と、１以上の状態の内の表示するべき状態を
決定する表示対象状態決定部と、表示対象状態決定部が
決定した表示するべき状態数に基づいて表示レイアウト
を設定する表示レイアウト設定部と、表示レイアウト設
定部が設定した表示レイアウトに基づいて前記表示する
べき状態を表示する表示部と、を備え、表示レイアウト
設定部は、表示される状態の数に応じて前記アイコンの
サイズを変更する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御対象となる機械の少なくとも１以上の状態をアイコンで表示する数値制御装置にお
いて、
前記機械に係る情報、および前記数値制御装置に係る設定情報を記憶する設定情報記憶領
域と、
前記設定情報記憶領域に基づいて、前記１以上の状態の内の表示するべき状態を決定する
表示対象状態決定部と、
表示対象状態決定部が決定した表示するべき状態数に基づいて表示レイアウトを設定する
表示レイアウト設定部と、
前記表示レイアウト設定部が設定した前記表示レイアウトに基づいて前記表示するべき状
態を表示する表示部と、
を備え、
前記表示レイアウト設定部は、前記表示される状態の数に応じて前記アイコンのサイズを
変更する、
ことを特徴とする数値制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、数値制御装置に関し、特に情報を適切に表示しつつ、一度に確認できる情報
を増やすことが可能な数値制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　数値制御装置における制御処理において用いられる工具オフセット値や座標値などの各
要素の値は予め取りうる値の範囲が定められており、これら各要素を数値制御装置の表示
画面に表示する際には、それぞれの値がその範囲内において正しく表示されるような領域
を確保したレイアウトで画面を構成して表示する（例えば、特許文献１の図１４など）。
【０００３】
　このような表示方法においては、例えば図５に示すように、工具径オフセットや工具長
オフセットの設定可能な値の範囲が、－９９９９９９９．９９９～９９９９９９９．９９
９に定められている場合、工具径オフセットや工具長オフセットの値が表示される際には
最大で１２桁となるため、工具長オフセットの表示領域や工具径オフセットの表示領域は
予め１２桁の表示幅が確保され、その領域に工具径オフセットの値や工具長オフセットの
値が表示される。
【０００４】
　また、従来技術では、制御対象となる機械が想定外の位置に移動することを防ぐための
移動可能な範囲を設定する機能や、オフセット値における誤入力を防ぐための入力可能範
囲の指定する機能により、上記した各要素の値が取り得る範囲よりも狭い範囲に入力可能
な範囲を狭めることができる数値制御装置が開示されている（例えば、特許文献２など）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－０４４３４８号公報
【特許文献２】特開２００９－０８０６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した各要素が取り得る値の範囲は、当該値が理論的に取り得る値で
あって、実際の機械の制御において取る値の範囲とは乖離している場合が多い。そのため
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、各要素が取り得る値の範囲に基づいて表示欄の幅を確保したとしても、図５の工具径の
表示欄のように実際には使われない無駄な空白が確保されることとなり、その分、画面に
表示できる情報の量が少なくなってしまうという課題があった。
【０００７】
　そこで本発明の目的は、機械の設定などに基づいて推定した幅でデータを表示すること
で、情報を適切に表示しつつ、一度に確認できる情報を増やすことが可能な数値制御装置
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願の請求項１に係る発明は、制御対象となる機械の少なくとも１以上の状態をアイコ
ンで表示する数値制御装置において、前記機械に係る情報、および前記数値制御装置に係
る設定情報を記憶する設定情報記憶領域と、前記設定情報記憶領域に基づいて、前記１以
上の状態の内の表示するべき状態を決定する表示対象状態決定部と、表示対象状態決定部
が決定した表示するべき状態数に基づいて表示レイアウトを設定する表示レイアウト設定
部と、前記表示レイアウト設定部が設定した前記表示レイアウトに基づいて前記表示する
べき状態を表示する表示部と、を備え、前記表示レイアウト設定部は、前記表示される状
態の数に応じて前記アイコンのサイズを変更する、ことを特徴とする数値制御装置である
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、数値制御装置が取り扱う各要素の表示幅を、該要素が取り得ると推定さ
れる値の幅に抑えることができるようになるため、数値制御装置の表示画面上に一度に多
くの情報を表示できるようになり、オペレータが一度に確認できる情報量増加する。
　また、入力可能欄に対して本発明を適用することで、入力値が設定されている範囲内の
値であるかを桁数の範囲で事前にチェックできる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明における制御処理において用いられる各要素の表示例である。
【図２】本発明の実施形態における機能ブロック図を示す図である。
【図３】本発明の実施形態における桁数決定要因定義テーブルの例である。
【図４】本発明の他の実施形態を説明する図である。
【図５】従来技術における制御処理において用いられる各要素の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明では、数値制御装置が取得可能な情報に基づいて、数値制御装置が制御処理に用
いる取り扱う工具長オフセット、工具径オフセット、座標値などの各要素（以下、制御関
連情報という）が実際に取り得る値の範囲を推定し、推定した範囲に基づいて表示レイア
ウトの調整などを行う機能を提供する。
【００１２】
　例えば、座標値を表示する画面の表示レイアウトを調整する場合、数値制御装置に接続
されている工作機械のＯＴ（機械の移動範囲）の情報や、最小設定単位（小数点以下の桁
数情報）、オフセット値の入力範囲などの情報に基づいて、座標値の取り得る値の範囲を
推定し、更に、対象となる軸が回転軸である場合には、取り得る範囲が０～３６０の範囲
に限定されることも視野に入れて推定処理を行う。そして、該推定した範囲に基づいて座
標値を表示する表示欄の表示幅を決定する。
【００１３】
＜実施形態＞
　図１は、本発明の一実施形態における数値制御装置の機能ブロック図である。本実施形
態の数値制御装置１は、表示部１０、表示レイアウト設定部１１、表示桁数推定部１２、
機械情報取得部１３、設定情報記憶領域２０、および桁数決定要因定義テーブル２１を備
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える。
【００１４】
　表示部１０は、オペレータの操作などに基づいて数値制御装置の状態や加工状況などを
画面に表示する。表示部１０は、これら状態や状況を示す各種情報を画面に表示する際に
、表示レイアウト設定部１１が設定した表示レイアウトに基づいて表示対象となる各制御
関連情報の表示を行う。
【００１５】
　表示レイアウト設定部１１は、表示部１０が画面に書く制御関連情報を表示する際の表
示レイアウトを設定する。表示レイアウト設定部１１は、予め実装されているレイアウト
処理ルーチン等に基づいて表示レイアウトを決定するが、その際に各制御関連情報の表示
に用いる表示領域を、該制御関連情報の値が取り得る最大表示桁数に基づいて決定する。
各制御関連情報の値が取り合える最大表示桁数は、表示桁数推定部１２の推定処理に基づ
いて決定される。
【００１６】
　表示桁数推定部１２は、数値制御装置１の各種設定情報を記憶している設定情報記憶領
域２０、機械情報取得部１３が取得した機械の設定情報、および、各制御関連情報の桁数
の決定に係る要因を定義する桁数決定要因定義テーブル２１に定義されている内容とに基
づいて、各制御関連情報の桁数を推定し、結果を表示レイアウト設定部１１に対して出力
する。
【００１７】
　設定情報記憶領域２０には、数値制御装置１の設定情報が定義されている。設定情報に
は、各制御関連情報について数値制御装置１上での設定可能範囲や最小設定単位などが含
まれている。
【００１８】
　機械情報取得部１３は、制御対象となる機械に係る情報を取得して表示桁数推定部１２
に出力する。制御対象となる機械に係る情報は、オペレータにより数値制御装置１のメモ
リ領域に予め設定されていた値から取得してもよいし、制御対象となる機械からインタフ
ェースを介して取得するようにしてもよい。機械に係る情報には、当該機械における各軸
の移動範囲（座標値の範囲）や最小設定単位（小数点以下の桁数情報）、オフセット値の
入力範囲、各軸の種類（直線軸か、回転軸か）などといった情報が含まれる。
【００１９】
　桁数決定要因定義テーブル２１には、それぞれの制御関連情報について、当該制御関連
情報の値の範囲に影響を与える情報を関連付けて記憶されている。図３は、桁数決定要因
定義テーブルの例を示している。図３の例では、例えば工具長オフセットの値の取り得る
範囲には、数値制御装置の設定情報である「工具長オフセットの数値制御装置上での設定
可能範囲」、機械に係る情報である「機械において設定可能な工具長オフセットの範囲の
最大値」、「機械の最小設定単位」などが関連付けられて定義されている。
【００２０】
　表示桁数推定部１２は、表示レイアウト設定部１１から特定の制御関連情報の値が取り
得る最大表示桁数に関する問い合わせを受けると、まずに桁数決定要因定義テーブル２１
を参照し、当該制御関連情報の値の範囲に影響を与える情報を特定する。そして、特定し
た情報を、設定情報記憶領域２０、および機械情報取得部１３から取得し、取得した情報
に基づいて当該制御関連情報の値が取り得る最大表示桁数を推定する。推定方法の一例と
しては、設定情報記憶領域２０、および機械情報取得部１３から取得した情報から、最も
桁数に対して制約を与える情報を抽出して行う。
【００２１】
　例えば、表示レイアウト設定部１１から制御関連情報であるＸ座標の最大表示桁数につ
いて問い合わせを受けた場合、桁数決定要因定義テーブルを参照し、Ｘ座標の値の取り得
る範囲には数値制御装置の設定情報である「Ｘ座標の数値制御装置上での設定可能範囲」
、機械に係る情報である「機械のＸ座標移動範囲の情報」、「機械の最小設定単位」など
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ついては、設定情報記憶領域２０を参照することで、数値制御装置上ではＸ座標の座標値
は、例えば－９９９９９９９．９９９～９９９９９９９．９９９の範囲を取り得ることが
わかる。また、「機械のＸ座標移動範囲の情報」、「機械の最小設定単位」については、
機械情報取得部１３から取得された情報を参照することで、機械上ではＸ座標の移動範囲
は、－２０００～２０００であること、Ｘ座標の最小設定単位は小数点以下３桁であるこ
とがわかる。表示桁数推定部１２は、Ｘ座標の値が取り得る範囲が「機械のＸ座標移動範
囲の情報」により小数点以上は最大でも符号１桁＋数値４桁に制限され、「機械の最小設
定単位」により小数点以下は３桁に制限されることから、Ｘ座標が取り得る最大の桁数は
当該機械を制御している限り最大で９桁に制限されることを推定し、結果を表示レイアウ
ト設定部１１に対して出力する。
【００２２】
　このように、本実施形態の数値制御装置１では、表示桁数推定部１２が推定した各制御
関連情報が取り得る最大表示桁数に基づいて、表示レイアウト設定部１１が画面の表示レ
イアウトを決定し、決定した表示レイアウトに基づいて表示部１０が各種情報の表示を行
うため、従来技術と比較して画面上から無駄な空白を排除した表示を行うことができるた
め、より多くの情報を画面上に同時に表示することが可能となる。
【００２３】
＜その他の実施形態＞
　上記した実施形態では、表示桁数推定部１２により推定された各制御関連情報の最大表
示桁数を画面上の表示レイアウトの作成に用いているが、これを入力欄に応用することに
より、オペレータが入力しようとしている制御関連情報の値が実際に制御処理で用いられ
る値の範囲内であるかを桁数の範囲で事前にチェックすることができる。このようにする
ことで、数値制御装置１の設定情報や、機械に係る情報に基づいて各制御関連情報の値が
取り得る範囲が自動的に推定されるため、特許文献２に開示される従来技術のように、各
制御関連情報の値が取り得る範囲をわざわざ設定する手間を省くことができる。
【００２４】
　また、本発明を図４に示すような機械のステータスをアイコン表示で表示する場合に応
用する例を示す。図４に示すようなステータスアイコンによる状態表示では、機械の運転
状態や、機械と接続している周辺機器などの情報などがアイコンにより表示される。オプ
ションやパラメータ構成によっては、それらの中のいくつかのアイコンは運転状態や接続
状態によらず表示領域は確保されたまま常に非表示となる。そこで、本発明を適用するこ
とにより、機械が備えたオプション構成の情報やパラメータの情報などを取得して、表示
が無駄になるステータスアイコンを判断し、そのような表示が無駄になるアイコンの表示
領域を省略して他の情報を表示したり、１つ１つのアイコンを大きくしたりすることで、
視認性を高めることができるようになる。
【００２５】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上述した実施の形態の例のみ
に限定されることなく、適宜の変更を加えることにより様々な態様で実施することができ
る。
【符号の説明】
【００２６】
　　１　数値制御装置
　　１０　表示部
　　１１　表示レイアウト設定部
　　１２　表示桁数推定部
　　１３　機械情報取得部
　　２０　設定情報記憶領域
　　２１　桁数決定要因定義テーブル
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